
尾張旭市監査公表第４３号 
令和８年４月３０日付け尾張旭市監査公表第２２号をもって公表した定例監査結果

報告について、令和８年５月２９日付け８収第２０５号で市長から措置を講じた旨の

通知がありましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項

の規定により次のとおり公表します。 
令和８年６月２９日 
 

尾張旭市監査委員　山　田　義　浩　　　　　 
 
 
　    　　　　　　　　　　　　　　尾張旭市監査委員　 　原　美佳子　　　　　 

 
総務部収納課 

 監 査 の 指 摘 事 項 措　置　状　況

 尾張旭市会計規則（昭和５８年尾張旭

市規則第１１号）第２２条によれば、未

収入金の繰越しは、現年度の調定に係る

歳入について、当該年度の出納閉鎖期日

までに収入済みとならなかったものがあ

る場合は６月１日に、前年度から繰り越

された歳入で当該年度の末日までに収入

済みとならなかったものがある場合は４

月１日に、それぞれ調定の処理に準じて

整理しなければならない。 
同課は、令和６年度市税現年課税分の

収入未済分の調定（６月１日に整理しな

ければならないもの）を令和７年６月　

３０日に、令和６年度市税滞納繰越分の

収入未済分の調定（４月１日に整理しな

ければならないもの）を令和７年５月８

日に、それぞれ行っていた。 
適時適切に調定を決議されたい。

指摘事項について、課内で事務手順及

び規則を確認した。今後は尾張旭市会計

規則に沿った事務を適切に行うよう努め

る。 

 　地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２３１条により、市の歳入を収入

するときは、これを調定し、納入義務者

に対して納入の通知をしなければならな

い。しかしながら、電子申請郵便料受入

金について、調定を決議することなく、

令和７年５月１日に納入の通知をし、同

年６月４日に調定を決議していた。 

適時適切に調定を決議されたい。

指摘事項について、課内で事務手順を

確認した。今後は地方自治法及び尾張旭

市会計規則に沿った事務を適切に行うよ

う努める。



 　同課における郵便切手等金券類の保管

状況を確認したところ、手提げ金庫の中

に、出納簿で管理していない収入印紙　

（２００円×５枚。共同公売用と記載し

た封筒で保管。）が存在していた。同課に

確認したところ、その存在を認知してい

なかった。このことは、金券類の管理体

制に重大な不備があることを示している

といえる。 
金券類取扱事務を適切に実施された

い。

指摘事項について、収入印紙は保管台

帳記載の上、課内で情報共有し、適切に

管理するよう努める。

 　同課における令和７年２月から令和８

年１月までの間の郵便切手等金券類の受

入れ及び使用状況について確認したとこ

ろ、令和７年３月にレターパックプラス

（６００円）を５０枚、３５０円切手を　

１００枚、１６円切手を２００枚購入し

受け入れたにもかかわらず、令和６年度

には一部しか使用せず、購入枚数以上、

ないし、同枚数（レターパックプラス　

５０枚、３５０円切手１３２枚、１６円

切手２００枚）を令和７年度に繰り越し

ていた。 
また、１４０円切手、９４円切手、　

８４円切手、２６円切手、１０円切手及

び１円切手は新たに受け入れてはなかっ

たものの、使用数に比べて過年度から繰

り越している在庫数が多い状況であっ

た。これは、かつて、使用予定枚数に比

して、過大な枚数を購入し、受け入れた

ことによるものであった。 
会計年度独立の原則の観点や経済性の

観点から、郵便切手等金券類は、購入の

都度在庫数を確認の上、必要枚数を計画

的に購入し、翌年度への繰越しは、必要

最小限とすべきである。 
郵便切手等金券類取扱事務を適切に実

施されたい。

会計年度独立の原則や、翌年度への繰

越しは必要最小限とすることについて、

課内で情報共有を行った。今後は、切手

等の購入に当たり、過去の使用実績・在

庫数を参考に、購入数量を決定する。  


